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令和７年１月 30日 

総務省 情報流通行政局 

情報通信作品振興課 

放送コンテンツ海外流通推進室 

 

※ 本公募は、民間事業者等（間接補助事業者）への補助金（間接補助金）の交付事務等を

行う執行管理団体（直接補助事業者）を公募するものです。 

※ 本公募は、令和６年度補正予算の繰越に係る財務大臣の承認及び令和７年度予算の成立

が前提となるものです。このため、今後、内容等が変更になる場合があることをあらかじ

め御了承願います。 

 

総務省では、本要領のとおり、「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」

を実施する直接補助事業者（間接補助事業の執行管理団体）を募集します。 

本補助金の交付を申請する方は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第 179 号）（以下「補助金適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）、総務省所管補助金等交付規則（平成 12

年総理府・郵政省・自治省令第６号）及び情報通信利用促進支援事業費補助金交付要綱（以

下「要綱」という。）のほか本公募要領の規定についても十分に御理解いただいた上で、本

補助金の申請及び受給に関する手続を適正に行っていただくようお願いします。  



１．事業概要 
（１）事業の目的 

我が国の放送コンテンツの海外流通の推進を目的として、国内の放送事業者又は番

組製作会社等に対し、海外での放送・配信を前提とした実写コンテンツ（以下「実写コ

ンテンツ」という。）の制作において、４K、VFX、３DCG、AI技術等の先進的な設備又は

放送機材（以下「先進的設備等」という。）を取得又は使用する際に要する経費、先進

的設備等を活用する制作に要する経費の一部を支援するものです。 

 

（２）事業スキーム 

   

 

（３）事業内容 

  ①実施内容等 

執行管理団体（直接補助事業者）として、放送事業者又は番組製作会社等（以下「間

接補助事業者」という。）が実施する実写コンテンツの制作（以下「間接補助事業」と

いう。）に対し、１（１）の目的に合致する対象経費に係る補助金を交付する事業を行

うものです。 

 

  ②直接補助事業者に求める業務 

   ・本事業全体の企画及び検討 

・間接補助事業の交付規程の策定 

・間接補助事業の公募要領及び公募申請書類、経理処理マニュアル等の策定、公募に

関する説明及び周知、公募、その他公募に係る業務（公募用ウェブサイト 1の構築

 
1 公募情報の掲載のほか、事業概要を分かりやすく解説する等の作り込みを要します。 



を含む） 

・間接補助事業の公募申請書類の受付、審査に係る業務 

・間接補助事業の採択審査に関する評価会の開催（委員の選定・委嘱、謝金支払を含

む） 

・間接補助事業の交付申請の受付及び審査に係る業務 

・間接補助事業の交付決定に係る業務（交付決定通知書の発出） 

・間接補助事業の進捗状況管理、電話・電子メール等による相談対応 

・間接補助事業の事故報告及び変更承認に関する対応 

・総務省への進捗報告及び実績報告業務 

・補助金に係る額の確定及び支払 

・間接補助事業者が実施した内容の成果（使用された機材・技術の取りまとめ、分析

を含む）、今後の海外展開予測・効果等に係る報告書の作成 

・間接補助事業者の補助事業期間終了後のフォローアップ業務（海外展開状況報告、

収益納付、財産処分、交付決定取消、会計検査対応等について間接補助事業の終了

後５年間実施） 

・補助金の返還手続 

・その他補助事業を行うために必要な業務 

 

※間接補助事業の交付規程、補助対象、補助対象経費、募集方法等については、交付

要綱の記載に従い、総務省との協議の上で決定するものとする。 

※事業の実施に当たり、補助金申請システム（Ｊグランツ）を使用した電磁的記録に

よる申請を受け付けるとともに、当該申請システムを通じて行われた申請に対し

ては原則として、当該申請システムで通知等の業務を行うものとする。 

 

③間接補助事業の概要（予定） 

間接補助事業に係る補助率及び上限金額等は以下を予定しています。 

タイプＡ：補助率１／２（上限 3,000万円） 

支援対象：４Ｋ（機材及びシステム）を活用した実写コンテンツ制作 

タイプＢ：補助率１／２（上限 ２億円） 

支援対象：４Ｋ（機材及びシステム）の活用に加え、VFX、３DCG、AI 技

術等の先進的設備等を活用した実写コンテンツ制作 

 

      ※支援対象の詳細は、総務省との協議の上で決定するものとする。 

 

（４）事業実施期間 

交付決定日から令和８年３月 31日まで。 

（本予算の繰越に係る財務大臣の承認等を前提とします。） 

 

（５）応募資格 

   次の要件を全て満たす民間事業者等であることが要されます。 

ア 日本に拠点を有している法人（個人の応募は不可）であること。 

イ 事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

ウ 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な

管理能力を有していること。 



エ 事業の遂行に当たり、法務知識・会計知識を有する者を配置するなど、間接補助事

業者への支払いに係る適正性・透明性を担保可能な体制を整えていること。 

オ 事業終了後、間接補助事業者の財産処分手続や会計検査対応のために必要となる

文書を、必要な期間保存できること。 

カ 総務省及び他省庁において補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられて

いる者ではないこと。 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。 

 

２．補助金交付の要件 
（１）採択予定件数 

１件 

 

（２）補助率・補助額 

補助率：定額補助（10/10） 

補助額：990,000 千円（業務管理費を含む。） 

※業務管理費は、70,000千円以内とすること。 

※最終的な実施内容、交付決定額については、総務省と調整した上で決定することと

します。 

 

３．補助金の支払い 
（１）支払時期 

補助金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。 

※必要があると認められる場合には、（補助金交付の決定後に）事業終了前の支払い

（概算払）をすることも可能です。ただし、概算払は、所定の手続が必要になりま

すので、希望する場合は、総務省担当者に必ず事前にご相談ください。 

 

（２）支払額の確定方法 

事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき、原則として現地調査を行

い、支払額を確定します。 

支払額は、補助対象経費のうち、交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと

認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにし

た帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても

厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあり

ます。 

なお、経費の執行に関する誤認識や誤処理等の是正、事業期間終了後における支払額

の確定行為の負荷の分散を目的として、事業期間中に中間検査を実施する場合があり

ます。 

 

（３）実績報告書の提出時における実施体制把握 

事業の実施体制を確認する必要があるため、交付申請時及び事業終了後に実績報告

書を提出する際は、別途、補助対象として経費計上している費用のうち委託により第三

者が実施している場合については、契約先の事業者（ただし、税込み 100万円以上の取

引に限る。）の事業者名、直接補助事業者との契約関係、住所、契約金額及び契約内容



を記述した実施体制資料を添付してください。当該資料は、確定検査の際に確認する資

料とします。 

実施体制資料を作成する際、「旅費」、「会議費」、「謝金」、「備品費（借料及び損料を

含む）」、「人件費（人材派遣も含む）」は記載の対象外とします。 

委託先からさらに委託をしている場合（税込み 100万円以上の取引に限る。）も、上

記同様に、実施体制資料に記述をしてください。 

 

【実施体制資料の記載例】 

実施体制は、原則、下記のように整理表で提示していただくとともに、実施体制図も

併せて示してください。実施体制と、委託先の事業者名、契約関係、住所、契約金額及

び契約内容がわかる資料であれば、様式は問いません。 

 

＜実施体制（税込み 100万円以上の契約。請負その他委託の形式を問わない。）＞  

 

事業者名 法人 

番号 

当社との関

係 

住所 契約金額 

（税込み・税抜き） 

業務の

範囲 

事業者Ａ ○○ 委託先 

（請負） 

東京都○

○区・・・ 

●●円（税抜き） 

（＊＊円（税込み）） 

※算用数字を使用し、円単位で表

記 

※税込み額と税抜き額を併記す

ること 

※ で き

る 限 り

詳 細 に

記 入 の

こと 

事業者Ｂ ○○ 委託先 

（委任） 

〃 〃 〃 

事業者Ｃ ○○ 再委託先 

（事業者Ａ

の委託先 

〃 〃 〃 

事業者Ｄ ○○ 再委託先 

（事業者Ａ

の委託先 

〃 〃 〃 

事業者Ｅ ○○ 再々委託先 

（事業者Ｃ

の委託先 

〃 〃 〃 

 

＜実施体制図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

直接補助事業

 

事業者Ａ 事業者Ｃ 事業者Ｅ 

事業者Ｂ 

事業者Ｄ 

委託先 再委託

 

再々委託先 



４．応募手続 
（１）募集期間 

・募集開始日：令和７年１月 30日（木） 

・締切日：令和７年３月７日（金）12時必着 

 

（２）応募書類 

ア 本補助金では、電子メール又は補助金申請システム（Ｊグランツ）のいずれかで、

応募を受け付けます。 

【応募書類】 

・公募提案書鑑（様式１） 

・事業実施提案書（様式２） 

・応募する民間団体等の概要、直近過去３年分の財務諸表及び事業報告書 

イ 提出された応募書類は、本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

なお、応募書類は返却しません。また、採択された場合には、行政機関の保有する情

報の公開に関する法律（平成 11年５月 14日法律第 42号）に基づき、不開示情報（個

人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となりますの

であらかじめ御了承ください。 

ウ 応募書類等の作成費は補助事業の経費に含めることは出来ません。また、選定の正

否を問わず、応募書類の作成費用は支給されません。 

エ 提案書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、予

算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、応

募者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、採択の撤回等を

行うことがあります。 

 

（３）応募書類の提出先 

応募書類は、電子メール又は補助金申請システム（Ｊグランツ）により、以下のとお

り提出してください。 

＜電子メールの場合＞ 

応募書類を「content.renkei/atmark/ml.soumu.go.jp」宛に送付してください。

その際、メールの件名を「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業

（提案書）」としてください。 

※迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています。 

※添付ファイルが 10ＭＢ以上になる場合は総務省が指定したファイル送信サー

バー経由でご送付ください。（10ＭＢ以上になる場合は必ず事前に【10.問い合

わせ先】にその旨を連絡頂き、送付に係る指示をうけて下さい。） 

＜補助金申請システム（Ｊグランツ）の場合＞ 

本事業では、補助金申請システム（Ｊグランツ）で応募を受け付けます。Ｊグラ

ンツを利用するにはＧビズＩＤの取得が必要です。同システムの詳細は下記ＵＲ

Ｌを御確認ください。 

https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

※提出資料に不備がある場合は審査対象となりませんので、本要領等を熟読の

上、注意して記入してください。 

※締切後は受け付けませんので、余裕をもって提出してください。 

※電子メールによる提出の場合、データ容量が大きいと届かない場合がありま



すので、送付後に【10.問い合わせ先】に電話等により到達を確認してくださ

い。 

 

（４）応募に関する質問の受付及び回答 

応募に関する質問につきましては、【10.問い合わせ先】に記載したメールアドレスあ

てにお問い合わせください。なお、応募に関する質問につきましては、電子メールでの

み受け付けます（電話、来訪等による問合せには対応しません。）。電子メールの件名は、

「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業に関する質問」としてくださ

い。 

 

５．審査・採択 

（１）審査方法 

審査は、原則として応募書類に基づく書面審査による評価を行いますが、必要に応じ

て、個別の内容確認、追加資料の提出を求めることがあります。   

 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います（別添３）。ただし、必須項目を

満たしていない場合は、加点項目の評価にかかわらず採択しません。 

＜必須項目＞ 

ア 「１.実施概要（５）応募資格」を満たしているか。 

イ 提案内容が交付の対象となるものか。 

ウ 提案内容が本事業の目的に合致しているか。 

エ 本事業の実施方法、実施スケジュールに実現性があるか。 

オ 本事業を遂行するための資力、資金調達能力を有しているか。 

カ 業務管理費が上限を超えていないか。また、業務管理費に対する委託・外注費

の額の合計の割合が 50％を超えていないか。 

 

＜加点項目＞ 

 ①補助事業者の体制・能力・経験 

キ 本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっている

か。 

ク 事業実施において要される先進的設備等に関する十分な知識を有するととも

に、情報収集を行える体制を有しているか。 

ケ 執行管理団体として、適切な予算執行が行える体制や補助金事業の経理処理

に関する十分な知見を有していることが示されているか。特に、補助金適正化

法に基づき、国の補助事業に係る経理処理において求められるべき措置等を把

握・理解した上で各種執行が出来る体制ということが示されているか。なお、

提案時には、本事業の目的や、直接補助事業者に適用される経理処理方針であ

る別添「経理処理について」の内容を踏まえ、経理処理方針（案）を示すこと。 

経理処理方針（案）には「間接補助事業における経理処理方針（案）」を示す

こと 2。最終的な経理処理方針については交付決定後、総務省と相談の上で決定

 
2 事業目的やコンテンツ制作現場の実態を踏まえ、対象とすべき経費項目や範囲、経費計

上ルールなどの提案を行ってください。 



するものとする。 

コ 類似の事業を実施した実績があるか。 

サ 事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分について、委託・外

注を行っていないか。 

【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】 

  間接補助事業に係る企画設計、公募要領の検討・作成、公募及び公募時の問い

合わせ対応、審査基準の検討・策定、交付決定、執行管理業務 

 

②業務管理費の適正性 

シ 業務管理費について、必要となる経費・費目が過不足なく計上され、コストパ

フォーマンスが優れたものになっているか。 

 

③事業内容 

ス 事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が提

案されているか。 

セ 事業目的や放送コンテンツ制作現場におけるニーズ等を踏まえ、間接補助事

業において補助対象とすべき先進的設備等について、その根拠と共に適切に整

理・分類され、示されているか。 

ソ 間接補助事業者の公募・採択方法について、間接補助事業の効果を高めるため

の工夫が見られるか。特に、審査方法・採択基準において、透明性が確保され、

より優良な案件を選定するための方策（具体的な採択基準、選定プロセス等）

が示されているか。 

なお、間接補助事業者の採択過程においては、外部有識者で構成される評価会

（学識経験者等を含む４名以上で構成すること）による審査・評価を踏まえる

こと。ただし、外部有識者については交付決定後、総務省と相談の上で決定す

るものとする。 

※提案書には、外部有識者の候補者情報（専門分野、学識該当有無等を含む）

及び選定理由を可能な限り詳細に記載すること。なお、間接補助事業者は、

①コンテンツの企画内容、②使用される先進的設備等、③海外展開計画、④

その他の観点から審査・評価の上で選定することとする。 

タ 本事業を通じて間接補助事業者が取得した先進的設備等について、事業完了

後の有効活用を把握するための具体的な手段・手法が示されているか。 

あわせて、事業成果としての海外展開の取組・成果について、継続的に収集・

分析等を行う工夫・方策が示されているか。 

 

（３）採択結果の通知及び公表 

採択結果は、採択者となる応募者へ通知し、総務省ホームページでその名称を公表し

ます。 

 

６．交付決定 

採択結果の通知後、採択者から総務省へ「補助金交付申請書」及び「実施体制資料」（詳

細は３．補助金の支払い（３）実績報告書の提出時における実施体制把握を参照）を提出

いただき、総務省において審査の上、交付決定通知書を発出します。その後、事業開始が

可能です（交付決定通知前に発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とは



なりませんのでご留意ください。）。 

なお、採択通知から交付決定までの間に、総務省との協議により、事業内容・構成、事

業規模、補助額等を変更する可能性があります。また、交付条件が合致しない場合には交

付決定を行わない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。 

また、交付決定後、直接補助事業者に対し、事業実施等に必要な情報を提供することが

ありますが、情報の内容によっては守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 

 

７．補助対象経費の計上 

（１）補助対象経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に必要な経費及び事業成果の取りまとめに

必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 

経費区分 内容 

先進的設備等を活用した 

放送コンテンツ 

製作促進事業費 

我が国の放送コンテンツの海外流通の推進を目的として、先

進的設備等を取得又は使用し、実写コンテンツを制作する事

業の費用を助成するために要する経費 

業務管理費 

先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業の執

行に係る経費（下記(1)～(5)） 

(1)人件費 本事業に直接従事する者が事業の実施に

直接要した時間に対する人件費 

(2)旅費 本事業を行うために必要な出張に係る経

費（本事業に直接従事する自社の従業員

の交通費、宿泊費、日当等） 

(3)謝金 事業の執行に必要な謝金（外部有識者に

対する謝金等） 

(4)委託・外注費 補助事業者が直接実施することができな

いもの又は適当でないものについて、他

の事業者に外注するために必要な経費

（委任契約・請負契約） 

(5)その他費用 その他事業を執行するために必要な経費 

（原則として、当該事業のために使用さ

れることが特定・確認できるものに限

る。） 

(6)一般管理費 直接補助事業者の管理等に必要となる間

接経費 

※業務管理費の内容や計上におけるルール等については別添「経理処理について」をご

確認ください。 

※業務管理費の経費区分のうち、経費は区別・内容（（１）～（６））に応じて明確に分

類し、処理してください。 

 

（２）経費として計上できない経費 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、補助事業者に帰責性

のない事由に基づき生じたキャンセル料等については経費として計上できる場合が



ありますので、担当者に御相談ください。） 

・補助事業の目的遂行に必要と認められない経費 

・交付決定日よりも前に発注した経費 

 

（３）補助対象経費からの消費税額の除外 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）が含まれている場

合、交付要綱に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることに

なります。 

これは、補助事業者が確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額

について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消費税等

額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。 

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告となり、

失念等による報告漏れが散見されること、補助事業者における煩雑な事務手続を回避

すること等の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。 

交付申請の補助金申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外し

て補助金額を算定・記入してください。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれが

あるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

ア 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

イ 免税事業者である補助事業者 

ウ 簡易課税事業者である補助事業者 

エ 国又は地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別表

第 3に掲げる法人の補助事業者 

オ 国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

カ 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後

の返還を選択する補助事業者 

 

８．事業実施状況の把握 

補助事業の実施状況の把握のため、総務省が定期的に事業の進捗状況を確認します。 

 

９．留意事項 

 ・すべての提出書類において、いかなる理由があっても虚偽の記述を行わないでください。 

・補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

・偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、現地調

査等を実施する場合があります。 

なお、事業に係る取引先（請負先及び委託先並びにそれらの取引先等も含む。）に不明

瞭な点が確認された場合、当該取引先に対して、補助金の受給者の立会いの下で、現地

調査等を実施する場合があります。その際、補助金の受給者から取引先に対して協力要

請等を行っていただきます。 

・上記の調査を拒否した場合、又はその調査の結果、不正行為が認められた場合は、補助

金の受給者に対し、当該補助金に係る交付決定の取消しを行います。同者には、受領済

の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年 10.95％の利率）を加えた額を返還し

ていただきます。あわせて、総務省から新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと

等の措置を執るとともに、事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。 



・提出された応募書類及び実績報告書等ついては、行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律（平成 11年５月 14 日法律第 42号）に基づき、不開示情報（個人情報及び法人

等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等）を除

いて、情報公開の対象となります。なお、開示請求があった場合は、不開示とする情報

の範囲について第三者意見照会等の必要な手続きを経て決定することとします。 

 

10．問い合わせ先 

〒100－8926 

東京都千代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎２号館 

総務省情報流通行政局 放送コンテンツ海外流通推進室 

担当：岩月、宮島 

E-mail：content.renkei/atmark/ml.soumu.go.jp 
※迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

経理処理について 

 

１．本事業における経理処理の基本的な考え 

 計上可能な経費は「７．補助対象経費の計上（１）補助対象経費の区分」に示され

た経費のみとなります。経費処理にあたっては、補助金の交付対象となる経費を区

別・内容に応じて明確に分類し、処理してください。 

 経費計上は、当該補助事業に直接必要なものに限ります。また、経費計上は事業期

間中（交付決定日以降から令和８年３月 31日まで）に発生(発注)したもの、かつ

支払いも完了しているものが対象です。 

※ただし、社内人件費は支払いの時点に係らず、労務提供を受けた月に費用計上し

てください。 

 支払いを証明できる証憑書類等が整備されていなければ、原則、必要な費用として

認められません。 

 

２.「業務管理費」において計上可能な経費について 

（１）人件費 

・ 本補助事業に直接従事する者（原則、直接補助事業者が雇用する者）の作業時間

のうち、本事業の業務遂行に直接要した時間に対する給与を計上してください。 

・ 従事者ごとに必ず業務日誌を作成してください。また原則として、業務日誌の根

拠となる社の勤務表/出勤簿等もご準備頂きます。なお、業務日誌との整合を確

認するため、社の勤務表は、出退勤時間が分かるものを提出してください（出勤

日のみの記録は認めません）。 

・ 役員等、通常出勤時間を管理されていない従事者についても、本事業用に自社の

出勤簿（業務従事時間がわかるもの）を準備してください。なお、役員が本事業

に従事し、人件費を計上する場合はその理由をご説明いただく必要があります。 

・ 人件費の算定にあたっては、次の計算式により算出します。 

■ 人件費 ＝ 時間単価 3 × 直接作業時間 4 

・ 人件費計上にあたっては一定の上限があります（詳細は後述の「（ウ）人件費計上

の上限額について」を参照してください）。 

・ 本事業においては残業時間や休日時間に伴う割増分は計上できません。補助事業

の業務に従事した実績時間が時間内、時間外、休日等の区分にかかわらず、（後述

する）設定した「時間単価」を用いてください。 

・ 原則として、出張時の移動時間は人件費として計上することはできません（提出

いただく旅行行程表と照らし合わせて確認します。） 

・ 派遣社員、契約社員を本事業に従事させることは可能です。その場合、当該社員

 
3 時間単価については、後述（ア）を参照してください。 
4 直接補助事業の業務に従事した実績時間をいい、事業の実施に関係のない業務時間や規

定上の休憩時間は計上不可です。なお、直接作業時間は直接補助事業者の就業規則で定め

られた範囲（労働基準法第 36 条に基づく時間外及び休日の労働時間内含む）で行った労

働時間のみを対象とします。時間数については、別途作成いただく「業務日誌」により管

理された補助事業に従事した分のみ計上可能です。作業従事時間数の算出は、業務日誌に

よる実労働時間数です。 

別添１ 



ごとに時間単価を明確にし、雇用契約による単価又は直接補助事業者と派遣会社

との間で取り交わされた派遣契約書による単価（税抜）を用いるものとします。

なお、雇用契約では、就業時間、給与、期間等の他、業務の内容が明確にされて

いることが必要です。また、直接補助業務の実施にあたり、法定福利費の事業主

負担分の支出がある場合はその計上を認めますが、契約上、法定福利費の事業主

負担分の計算過程を明らかにした説明書類を作成する必要があります。 

・ 必ず就業規則等も提出してください。 

 

（ア） 時間単価について 

 時間単価については、原則として、健保等級適用者及び健保等級非適用者とも

に健保等級単価方式（以下「標準単価方式」という。）を適用してください。 

 適用する単価方式については下記のフローに基づき決定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 健保等級適用者とは、健康保険料を徴収する事業主との雇用関係等に基づい

て本補助事業に従事する健康保険加入者を意味します。 

 健保等級非適用者とは、以下に該当する者をいいます。 

 健康保険料を徴収する事業主との雇用契約を結んでいない者 

 健康保険法による健康保険加入者ではない者 

 国民健康保険に加入している方で、標準報酬月額の区分や等級が健康保

険と同一でない者 

 出向者（当該出向者の給与を出向元が支払っている場合） 

 その他、健保等級が適用出来ない者 

 各単価方式の詳細や必要になる証憑等については下記を参照して下さい。 

① 標準単価方式 

 健保等級適用者は、健保等級に基づき人件費標準単価表 5に記載された時

間単価を使用してください。（ただし、上記のフロー図で「実績単価方式」

を適用することになる者は除く。） 

 補助事業実施期間中に健保等級の改定を行った場合には、改訂後の健保等

級に基づく単価を適用してください。 

 標準単価方式の適用にあたり、健保等級証明書 6において、担当者の健保等

級、年間賞与回数（支給水準、賞与の対象期間等）及び雇用契約に基づく

裁量労働制の該当有無を記載し、それを証明する必要があります。 

 標準単価方式における算定方法は以下のとおりとします。 

（①－１)健保等級適用者の算定方法 

 補助事業者に雇用されている健保等級適用者は、通常は補助事業者にお

いて法定福利費を負担していることから、賞与回数に応じて以下のとお

り、人件費標準単価表において法定福利費の事業主負担分を加算した人

件費単価を適用します。 

◆賞与が通常支給されない者、又は通常年４回以上支給される者 

→人件費標準単価表の区分①を適用 

◆賞与が年１～３回まで支給されている者 

→人件費標準単価表の区分③を適用 

 時間内、時間外、休日の区分に関わらず、常に同一の単価を適用してく

ださい。 

 

（①－２)健保等級非適用者の算定方法 

 健保等級非適用者については、給与等証明書に記載された、実際の給与

の年額・月額に基づき、人件費標準単価表の中から適用する単価を決定

します。 

 健保等級非適用者は、通常は補助事業者において法定福利費を負担して

いないことから、人件費標準単価表においては、法定福利費の事業主負

担分を加算しない人件費単価を適用します。なお、健保等級非適用者の

「実際の給与の年額・月額」とは、賞与分を含む金額となるため、人件

費標準単価表においては「賞与が年１～３回まで支給されている者」の

 
5 人件費標準単価表については、別添４を参照してください。なお実際に適用する令和 7
年度版の人件費標準単価表は完成次第、別途、総務省から共有します。 
6 健保等級証明書の様式については、別途、総務省から共有します。 



人件費単価を適用します（人件費標準単価表の区分④を適用）。 

 時間内、時間外、休日の区分に関わらず、常に同一の単価を適用します。 

 

② 実績単価方式 

 以下の算定式に基づき時間単価を計算してください。 

（②－１）給与が日額で定められている者の場合の時間単価 

→契約に基づく日額給与額 ÷ 所定労働時間 

※契約に給与額とは別に通勤手当額が明確に記載されている場合、及び

法定福利費の事業主負担分の支出がある場合には、総務省担当職員

が妥当であると認める方法により、別途その計上が可能です。 

（②－２）給与が時間給で定められている者の場合の時間単価 

→契約に基づく時間給与額 

※契約に給与額とは別に通勤手当額が明確に記載されている場合、及び

法定福利費の事業主負担分の支出がある場合には、総務省担当職員が

妥当であると認める方法により、別途その計上が可能です。 

 

（イ）直接作業時間（業務日誌）について 

 実績に基づき、業務に従事した本人が毎日記入してください。 

 自己承認は認められませんので、所属長や役員等の業務日誌の「管理者」には、

人事・総務部の部長等然るべき責任者を設定してください。 

 業務日誌フォーマットの都合上、時間計上は 30分刻みとしてください。 

 業務日誌に記載する従事時間は各間接補助事業者の就業規則で定められた範

囲（労働基準法第 36 条に基づく時間外及び休日の労働時間内含む）で行った

労働時間を対象としています。 

 業務日誌の補助事業への従事時間に関して、業務日誌の根拠となる社の勤務

表等、勤務実績があることを示すことができる書類の提出が必要となります。 

 

（ウ）人件費計上の上限額について 

 本事業では、人件費の計上にあたっては、事業者が実際に負担している当該人

物の給与額（月額給与総額 7）を上限（月額の計上上限）とします。 

 計上額の上限を確認するため、本補助事業に従事する者全員の給与等証明書 8

の提出が必要です。また給与等証明書に記載された金額等の算出根拠の各種証

憑（実際の月額給与額・年額給与額、法定福利費など）もご提出ください。 

 給与等証明書は、以下に示す給与の範囲に基づいて作成してください。 

 

＜給与（報酬）の範囲＞ 

給与額は、補助事業期間内の支給実績に基づくとともに以下に準じてくださ

い。 

 

 

 

 

 
7 月額給与総額の対象範囲は「給与（報酬の範囲」に準じてください。 
8 給与等証明書の様式は、別途、総務省から共有します。 



◇給与に含まれるもの 

基本給、賞与、家族手当、住宅手当、通勤手当、食事手当、役付手当、

職階手当、早出手当、残業手当、深夜手当、皆勤手当、能率手当、生産

手当、各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当、役員報

酬の内給与相当額など金銭で支給されるもの（裁量労働制適用者の場合

は、みなし残業手当を含む）。 

◆給与に含まれないもの 

解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、休暇手当、休業手当、育児休業手

当、介護休業手当、災害見舞金、病気見舞金、年金（年金補助手当を含

む）、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、家賃、地

代、預金利子、株主配当金、大入袋、出張旅費、役員報酬（給与相当額

を除く）、など。 

（補足①：給与について） 

 人件費標準単価表を用いて人件費算定する者（標準単価方式）の給与の範

囲は、原則として健康保険・厚生年金保険料の算定に用いられる標準報酬

月額の対象範囲と同一とします。 

 時間外手当は、給与等証明書の給与のうち「その他手当（通勤手当を除く、

給与に含まれる手当を記載）」の欄に、実際に支払った時間外手当を含め

て記載してください。 

（補足②：賞与について） 

 賞与は支給回数に関わらず、給与に含みます。また、金銭で支給されない

ものは含めません。 

 給与への賞与の計上にあたっては以下に基づいてください。 

・ 会社の賞与制度の内容が分かる資料（就業規則、給与規程等の社

内規程、賞与の対象期間（評価査定期間）が分かるもの）を提出

いただく必要があります。 

・ 賞与が支給されたことが分かる資料（賞与明細等）を提出いただ

く必要があります。 

・ 補助事業期間外に支給される賞与は計上不可（ただし、賞与の支

払実態を鑑みて、補助事業完了日の翌月末日までに支払が完了す

るものは計上可能）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例） 

■補助事業期間：令和７年７月１日から令和８年３月３１日まで 

■賞与支給対象期間と支払時期： 

① ６月～11 月末に係る賞与を 12 月に支給 

② 12 月～翌５月末に係る賞与を翌６月に支給 

■賞与支給額：①②とも 60 万円ずつ 

→上記の場合の給与への賞与の計上額に関して 

①に係る賞与分：支給額を賞与支給対象期間にわたり期間按分して月額

給与に加算可能（7 月、8 月、9 月、10 月、11 月の 5 か

月間、月額 10 万円分の賞与を給与額に計上可能）。 

②に係る賞与分：補助事業期間外に支給されているため全額計上不可。 



 給与等証明書における法定福利費の取扱いについては、以下に基づいて作成し

てください。 

 法定福利費とは、健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料、児童手当拠

出金等の補助事業者負担分とします。ただし、障害者雇用納付金は、納付

金趣旨に照らして、給与等証明書における法定福利費に含めることは出来

ません。 

 外部からの出向者等の健保等級非適用者について、補助事業者において法

定福利費を負担している場合は、給与等証明書に計上にあたって、支出を

示す証憑によって裏付ける必要があります。 

 

（２）旅費 

・ 原則として、タクシー料金、鉄道のグリーン料金、航空機のビジネスクラス料金

など一般的に合理的と認められる範囲を超える経費は対象外となります。 

・ 旅費計上のための証憑類には、「旅行旅程表」の添付をお願いいたします。 

・ 直接補助事業者の自社社員等の旅費と委託先の旅費は分けて計上してください。 

・ 自社社員等の旅費は原則として直接補助事業者の社内旅費規程等に準じて交通

費、日当、宿泊費等を算定してください。この場合、証憑として社内旅費規程等

を提出ください。 

 

（３）謝金 

・ 謝金の支払にあたり、源泉徴収（税務署に納付等）を行った場合、当該処理を示

す書類を整理してください。 

・ 謝金の支払にあたっては、支払に係る証憑とともに、金額、支払い先、実施内容

及び日時等を一覧にまとめたものを、実績報告時に提出ください。 

 

（４）委託・外注費 

・ 社外の業者等に発注する経費については、 原則として、必要な証憑書類が揃っ

ていない場合、対象経費としてお認めできません。特に外注先の選定にあたって

は以下の資料への対応有無もご留意ください。 

種類 内容 

見積書 見積書取得先、内容、金額が分かる資料 

発注書 or契約書 
発注先、発注内容・仕様、金額が分かる資

料 

仕様書 

（発注書や契約書において仕様

が明確に書かれていない場合） 

具体的な業務内容、納品物、などを明記し

たもの 

・ 税込み 100 万円以上の業務を委託（外注）する場合は原則、相見積もり等が必

要です。ただし、発注する案件の性格上、特定の業者を選定する必要がある場

合等、相見積もりを出すことが不可能な場合には選定理由書が必要になります。

なお、選定理由書には、当該業者を選定した理由を具体的に説明してください。

また価格の妥当性についても、選定理由の中に記述すると共に、その根拠をお

示しください。 

・ 委託先にも本補助事業の経理処理ルールを理解させ、委託先（再委託先（再々

委託なども含む）に関しても同様）への支払内容に関しては、必ず事業者自身



において経理処理ルールに準拠しているか検査を行ってください。あわせて、

全ての発注元（直接補助事業者）として、再委託先以降への発注に関しても、当

該発注内容（業務内容・実施事項・内訳・工数など）の説明ができるようにして

ください。 

・ 証憑書類に、項目として「○○一式」として記載されている場合は、その内訳が

証憑書類に補記されている必要性があります。 

 

（４－１）自社調達について 

 自社調達や 100%出資子会社、孫会社等、もしくは親会社から調達を行う場

合は、利益排除を行う必要があります。 

 委託（外注）により調達を行う場合において、直接補助事業者が自社調達

又は補助事業者の 100%子会社等から調達を行う場合に加えて、委託（外注）

契約を締結した相手方（委託（外注）先）が自社調達又は委託（外注）先

の 100%子会社等から調達を行う場合についても、調達価格に含まれる利益

相当額を利益排除の対象とする必要がありますので留意してください。 

【利益等排除の方法】 

① 製造原価を証明する方法 

② 100%子会社等との間で利益率又は手数料等が取り決められている値

を用いる方法 

③ 直近年度の決算報告（個別損益計算書）における経常利益率を持って

利益相当額の排除を行う方法 

 

（５）その他費用 

その他事業を執行するために必要な経費がある場合はこの費目に記載ください。 

 

（６）一般管理費  

・ 一般管理費は事業実施に伴う直接補助事業者の管理等に必要となる間接経費を

いい、直接経費の合計額に一定率を乗じて算出します。一般管理費の一定率は、

次の①～③のいずれか最も低い率とし、交付決定時に決定します。交付決定時

に決定された一定率は、実績報告時においても同率が適用されます。 

・ 一般管理費の計上は任意です。 

名称 ① ② ③ 

一般管

理費 

交付決定時点で直近の確定決

算 9により算出した一定率 
10%が上限 

その他約定した率（受託事

業規定を定めている場合） 

※一定率の算出は次のとおりです。 

■民間企業（（会社法及び「企業会計原則」に基づいて決算を行っている団体）） 

一定率（%） 

＝｛（販売費及び一般管理費）－販売費｝÷ 売上原価 × 100 

 
9 確定決算とは、株主総会での承認等、法令、定款で定められた所定の承認手続を終えた

決算をいいます。決算短信は含まれません。 



販売費及び一般管理費、売上原価等の金額は直近の損益計算書の金額を用

います。控除すべき「販売費」の算出については、次の３つの方法から選

択します。 

 一般管理費の額が損益計算書に明記されている場合は、損益計算書上

に明記されている一般管理費の金額を採用。 

 一般管理費が損益計算書に関する「注記事項」で捕捉できる場合は、

「販売費及び一般管理費」の金額に、「注記事項」に記載されている

割合を乗じて、一般管理費を算出。 

 一般管理費が損益計算書で捕捉できない場合は、「販売費及び一般管

理費」から除外すべき販売費の費目は、会社の証明によることになる

ため、除外すべき費目名と金額を列挙し、その合計額を「販売費及び

一般管理費」から控除した金額を一般管理費とします。 

 

３．その他 

・小数点以下の端数の取扱い 

経費算出時の小数点以下の端数取扱いについては、原則「切り捨て（四捨五入しない）」

で計上してください。特に、経費の消費税割戻時、人件費の計算時等にご留意くださ

い。なお、一般管理費の乗率については小数点第二位以下を「切り捨て（四捨五入し

ない）」としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

（参考）経費計上で必要となる証憑書類 

 

項目 関連する確認書類、証憑書類例 証憑の目的（確認項目） 

人件費 

雇用契約書、嘱託契約書、出向契約書、派遣契約書 

・雇用形態 

・契約で定められた日額、時間給、時間

外単価 

給与規程・賃金規定 

賞与の対象期間（評価査定期間）が分かる資料 

・賞与回数 

・法定福利費負担の有無 

裁量労働制に関する協定届など 協定で定める労働時間等 

給与明細・賃金台帳、給与の支払を証明する書類

（銀行振込受領書など） 

・給与、賞与の実際の支払額 

・法定福利費の負担額 

被保険者標準報酬月額決定（改定）通知書 標準報酬月額、健保等級 

事業者としての勤務管理資料 

（社の出勤簿、タイムカード、担当者の労働時間の

状況が客観的にわかる記録資料など） 

勤務時間、労働時間の状況 

就業規則、年間営業カレンダー（就業日、休日等が

記載されているもの） 
就業日数、所定労働時間、法人休日 

一般 

管理費 

・決算報告書 

・損益計算書 

・算出過程を示す資料、社内規定 

利益排除、管理費算出の根拠 

旅費 
・旅行行程表 

・社内旅費規程等 

・旅費計上の証拠 

・出張日当など 

謝金 

・源泉徴収の処理を示す書類（源泉徴収した場合） 

・支払に係る証憑（振込み明細など） 
※金額、支払い先、実施内容及び日時等を一覧にまとめた

ものも合わせて提出下さい。 

支払の根拠 

外注費 

見積書 見積書取得先、内容、金額など 

発注書又は契約書 発注先、発注内容・仕様、金額など 

仕様書 

※発注書や契約書において仕様が明確に書かれて

いない場合 

具体的な業務内容、納品物、など 

外注費 

（税込

み 

100 万

円 

以上） 

・相見積もり（原則） 

・選定理由書（相見積もりが取得できない場合） 

 

※選定理由書については以下も必須。 

■当該事業者を選定する必要がある理由 

（これまでの実績、事業者との関係性など） 

例）これまでの類似事業や当該事業者との連携実

績を示す証憑 

→実施したことが分かる記録、HP など 

 

■価格の妥当性を示す根拠資料 

例）自社調達に比べて安価である証憑 

→自社調達の金額や内訳、その根拠資料等 

例）過去の実績と照らして妥当な金額である証憑 

→過去の実績が分かる見積書、請求書等 

外注先選定の適正性（価格、理由面） 

※補助対象とする経費の妥当性について、確認が必要となる場合は、上記以外にも根拠資料

を求める場合がございますので、総務省の指示に従ってください。 
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（参考）審査基準 

１．補助事業者の体制・能力・経験 

ア 

◎ 日本に拠点を有している法人（個人の応募は不可）であること。 

◎ 事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

◎ 
事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な

管理能力を有していること。 

◎ 
事業の遂行に当たり、法務知識・会計知識を有する者を配置するなど、間接補助事

業者への支払いに係る適正性・透明性を担保可能な体制を整えていること。 

◎ 
事業終了後、間接補助事業者の財産処分手続や会計検査対応のために必要となる

文書を、必要な期間保存できること。 

◎ 
総務省及び他省庁において補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられて

いる者ではないこと。 

◎ 
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。 

オ ● 本事業を遂行するための資力、資金調達能力を有しているか。 

キ ■ 本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

ク ■ 
事業実施において要される先進的設備等に関する十分な知識を有するとともに、

情報収集を行える体制を有しているか。 

ケ ■ 

執行管理団体として、適切な予算執行が行える体制や補助金事業の経理処理に関

する十分な知見を有していることが示されているか。特に、補助金適正化法に基づ

き、国の補助事業に係る経理処理において求められるべき措置等を把握・理解した

上で各種執行が出来る体制ということが示されているか。 

なお、提案時には、本事業の目的や、直接補助事業者に適用される経理処理方針で

ある別添「経理処理について」の内容を踏まえ、経理処理方針（案）を示すこと。 

経理処理方針（案）には「間接補助事業における経理処理方針（案）」を示すこと 。

最終的な経理処理方針については交付決定後、総務省と相談の上で決定するもの

とする。 

コ ■ 類似の事業を実施した実績があるか。 

サ ■ 

事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分について、委託・外注を

行っていないか。 

【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】 

間接補助事業に係る企画設計、公募要領の検討・作成、公募及び公募時の問い合わ

せ対応、審査基準の検討・策定、交付決定、執行管理業務 

２．業務管理費の適正性 

カ ● 
業務管理費が上限を超えていないか。また、業務管理費に対する委託・外注費の額

の合計の割合が 50％を超えていないか。 

シ ■ 
業務管理費について、必要となる経費・費目が過不足なく計上され、コストパフォ

ーマンスが優れたものになっているか。 
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３．事業内容 

イ ● 提案内容が交付の対象となるものか。 

ウ ● 提案内容が本事業の目的に合致しているか 

エ ● 本事業の実施方法、実施スケジュールに実現性があるか。 

ス ■ 
事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が提案さ

れているか。 

セ ■ 

事業目的や放送コンテンツ制作現場におけるニーズ等を踏まえ、間接補助事業に

おいて補助対象とすべき先進的設備等について、その根拠と共に適切に整理・分類

され、示されているか。 

ソ ■ 

間接補助事業者の公募・採択方法について、間接補助事業の効果を高めるための工

夫が見られるか。特に、審査方法・採択基準において、透明性が確保され、より優

良な案件を選定するための方策（具体的な採択基準、選定プロセス等）が示されて

いるか。 

なお、間接補助事業者の採択過程においては、外部有識者で構成される評価会（学

識経験者等を含む４名以上で構成すること）による審査・評価を踏まえること。た

だし、外部有識者については交付決定後、総務省と相談の上で決定するものとす

る。 

※提案書には外部有識者の候補者情報（専門分野、学識該当有無等を含む）及び選

定理由を可能な限り詳細に記載すること。なお、間接補助事業者は、①コンテンツ

の企画内容、②使用される先進的設備等、③海外展開計画、④その他の観点から審

査・評価の上で選定することとする。 

タ ■ 

本事業を通じて間接補助事業者が取得した先進的設備等について、事業完了後の

有効活用を把握するための具体的な手段・手法が示されているか。 

あわせて、事業成果としての海外展開の取組・成果について、継続的に収集・分析

等を行う工夫・方策が示されているか。 

◎：応募資格要件、●：必須項目 

■：加点項目 

※「ア～タ」は「公募要領５（２）審査基準」における箇条番号（段落番号）と一致 
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